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＜申し入れ内容＞ 

１. 「2024 年３月ダイヤ改正等について」の提案時にダイヤ改正とは関係のない「新規業務委託の実施」

についての内容を示した理由と考え方を明らかにすること。 

２. 「共通事務業務」について JR 東日本パーソネルサービスへ業務委託する目的と根拠を示すこと。また

実施時期を 2024 年３月 16 日として、新宿統括センター、丸の内運輸区、埼京運輸区を除く各箇所

を 2024年４月１日とする根拠を明らかにすること。 

３. 事務業務における本体として行うものと委託会社が行なう業務内容を具体的に示すこと。また車両セ

ンターに残る事務業務を具体的に示すこと。 

４. 「新規業務委託の実施」に伴う事務手続きについての想定される課題を明らかにし、関係職場の全社

員が変更点を理解し不利益が発生しないように説明会を実施すること。 

５. 「新規業務委託の実施」に伴い企画・事務業務を担う社員数を各箇所で明らかにすること。また職場の

社員数に対する企画・事務社員の配置数の考え方を明らかにすること。 

６. 「新規業務委託の実施」に伴う異動の考え方を明らかにすること。また施策に伴う担務変更や異動（出

向を含む）が発生する場合については必ず面談を行い「労働協約・協定」を遵守し、出向は原則３年とし

本人の希望を尊重するとともに家庭環境や身体的条件など配慮を行うこと。 

７. 「新規業務委託の実施」を行う事で、出向や担務変更が発生する場合は本人が業務を習熟するまでの

教育期間を確保すること。 
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https://www.jtsu-e-tokyo.com/
https://twitter.com/tokyo_jtsu_e
https://www.jtsu-e-tokyo.com/_files/ugd/57fa70_b286f3631e4349ea81c8cd5c9ea30ab8.pdf

